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１  介護予防事業の充実と社会参加の促進による地域づくり  

⑴  介護予防事業の充実と健康の保持  

①  一般介護予防事業  

内 容  

ア  介護予防普及啓発事業  

【内容 】  

市と高齢者お世話センターが連携し、各地域において介護

予防に関する講演会や教室等を開催 し、運動 、口腔 、栄養 、

認知症予防等の知識の普及啓発を行います。  

【利用方法 】  

随時開催していますので、各高齢者お世話センターにお問

い合わせください。  

 

イ  地域介護予防活動支援事業  

【内容 】  

（ア）いきいき１００歳体操  

・介 護 予 防体操事業 ・・・運 動器 の機能向上を目的 とした

体操 「介護予防体操事業 」を実施  

（イ）あななんサロン  

・高 齢 者 サロン活 動 事業 ・・・趣 味 活 動 等 を通 じた日 中 の

居場所を作り、定期的な通いの場を提供  

【利用方法 】  

・開 催 場 所 ・日 時 等 は、阿 南 市 ホームページに掲載 してい

ますので、ご覧 ください。  

 

（ウ）  介護支援ボランティア活動  

【内容 】  

高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域に貢献  

することを奨励 し、支 援することにより、高 齢者自身の社会

参加活動を通して介護予防を推進 します。  

 

そ の 他  

介護予防体操事業又は高齢者サロン活動事業 を行 う住

民主体のグループのうち、一定の要件を満たしているグループ

に対 し、活 動の支援 を行 うことを目的 に補助金を交付 してい

ます。  
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（ア）  いきいき 100 歳体操  

 

 

 

 

 

 

 

 

い き い き  

１ ０ ０ 歳 体 操  

【体操の内容 】  

・１本 220g のおもりを使って行う簡単な筋力運動の体操 （１

本から１０本 まで調整可能 ）  

・おもりを手首や足首に巻き付け、椅子に座 ってゆっくり手足

を動かす体操  

・専用のＤＶＤを見ながら、約 ３５分の体操  

【条件 】  

・参加者 （６５歳以上 ）が５人以上いること  

・参加者のグループに代表者 、副代表者がいること  

・週 に１回以上継続して実施できること  

・地域の方がだれでも参加できること  

【実施回数 】  

・原則週 １回以上とし、定期的に開催すること  

【グループが準備するもの】  

・参加者が集まる会場  

・椅子  

・テレビ  

・ＤＶＤデッキ  

 

体 操 へ の  

支 援 内 容  

 

初回  理学療法士による体操の意義 ・効果の説明  

毎年  理学療法士による体操指導 ・体力測定  

 

そ の 他  
グループの立ち上げ等については、高齢者お世話センターに

相談してください。  
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（イ）  あななんサロン  

あ な な ん  

サ ロ ン  

 

【活動の内容 】  

・参加者相互の親睦に関すること  

・講 話 ・体操 ・レクリエーション等の健康増進 、介護予防に関

すること  

・政治 、宗教 、営利を目的としないこと  

【条件 】  

・参 加 者 （６５歳 以上 ）が５人以上 であるサロンを運営する地

域住民による地域活動組織  

・参加者のグループに代表者 、副代表者がいること  

【実施回数 】  

・原則月 １回以上 、定期的に継続して開催すること  

・開催時間は、１回当たり概ね２時間以上とする  

【負担金 】  

・運営主体と参加者とで決定すること  

 ※ただし、参加される方が負担にならない程度  

 

そ の 他  

グループの立 ち上げ等 については、高 齢 者お世話センター

に相談してください。  

サロンのグループには、プログラム集 を配布 しますので、参

考にして自主的に活動を行ってください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆あななんサロンとして登録 していただいたグループに配布 しています！  
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（ウ）  介護支援ボランティア活動  

目 的  

阿 南 市介 護支 援 ボランティア制 度 は、高 齢 者 が介 護支 援

ボランティア活動 を通 して地域 に貢献することを奨 励 し、支 援

することにより、高 齢者自身の社会参加活動を通 して介護予

防を推進することを目的としています。  

介 護 支 援 ボラ

ンティア活 動 に

参 加 できる方  

阿南市に住所を有する阿南市の第 1 号被保険者 （６５歳以

上 ）の要介護等の認定を受けていない方で、阿南市介護支援

ボランティアとして登録された方  

ボランティア活

動 をする場 所  
市長に届け出た阿南市内の地域密着型サービス事業所  

ボランティア活

動 の 内 容  

・レクリエーション等の指導又は参加支援  

・お茶出し、食堂内の配膳 、下げ膳等の補助  

・散歩 、外出又は事業所内の移動補助  

・模擬店 、会場設営 、利用者の移動補助 、芸能披露その他の  

行事の手伝い  

・話 し相手  

・草刈 り、洗濯物の整理 、シーツ交換その他の事業所職員と  

共に行う軽微かつ補助的な活動  

・配食支援を活用した見守り  

・上記以外で、市長が適当と認めるボランティア活動  

評 価 ポ イ ン ト  

（ 年 度 ご と ）  

1 時間のボランティア活動につき 1 スタンプ  

ポイント数に応じて商品券を交付します。  

スタンプ 10 個  1 ,000 円 （上限 5,000 円 ）  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・阿南市介護支援ボランティア登録申請書  

・阿南市介護支援ボランティア手帳交付申請書  

・阿南市介護支援ボランティア受入事業所一覧  

・顔写真 （４ｃｍ×３ｃｍ  1 枚 ）  

申 請 受 付  

時 期  

・随時  

・毎年 、３月頃に研修会と次年度の登録申請の手続きを実施  
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②  健康増進事業  

内 容  

○生活習慣病対策  

  ４０歳 から７４歳 までの国民健康保険加入者の人に特定

健 診 の受 診 を行 うとともに、特 定 健 診 の受 診 者 のうち生 活

習慣病のリスクのある人 に対 し、個別の保健指導を行 うこと

で生活習慣の改善を支援します。  

○各種検診事業  

 健康診査やがん検診などの健康増進事業の充実により、

生 活 習 慣 病 などの早 期 発 見 ・早 期 治 療 を行 い、健 康 の保

持 ・増進を図ります。  

・がん検診  

がんを早期に発見し、早期治療につなげるため、胃 ・肺 ・

子宮 ・乳 ・大腸の各種がん検診 、前立腺がん（ＰＳＡ）検診

を実施  

・肝炎 ウイルス検査  

肝 硬 変 や肝 がんに進 行 する可 能 性 の高 い、Ｂ・Ｃ型 肝

炎 ウイルスの感染を早期に発見 し、早期治療につなげるた

め、Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査を実施  

 

  ・骨粗 しょう症検診  

骨粗しょう症の予防及びその予備軍となる低骨密度者

の早期発見 ・早期治療を促すことを目的に骨粗しょう症

検診を実施  

・歯周病検診  

   生活習慣病 と歯周病の関係から４０歳 、５０歳 、６０歳 、

７０歳の節目の人に歯周病の検診を実施  

・健康審査  

   ４０歳 以 上 の生活保護世帯の人 を対象 に生活習慣病

を早期に発見するために健康診査を実施  

 

問 い 合 わ せ 先  
阿南市保健センター  

☎0884-22-1590  
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③  はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業  

内 容  

高 齢 者 の精 神 的 及 び肉 体 的 疲 労 等 の回 復 を促 し、心 身

機能の維持向上を図 るため、はり、きゅう、マッサージ等の施

術に要する費用の一部を助成します。  

ただし、医療保険適用外のものに限ります。  

利 用 対 象 者  ６５歳以上の方  

交 付 限 度 枚 数  １回 の申請につき、３枚 まで  

助 成 限 度 額  １回 の施術につき５００円で、１人 １年間 ６，０００円を限度  

申 請 先  

阿南市社会福祉協議会  

那賀川支所 ・羽 ノ浦支所 ・各地区住民センター  

富岡公民館 ・中野島公民館 ・宝田公民館  

見能林公民館  

申 請 時 の  

提 出 書 類  
申請先に備え付け  

利 用 施 設  

市が指定する  はり・きゅう・マッサージ  指定施術業者  

 

笠井治療院 （マッサージ）  向原町下 ノ浜 7-60   ☎22-4210  

髙木治療院 （マッサージ）  下大野町藪呂 20    ☎22-6908  

上原鍼灸指圧治療院 (はり・きゅう・マッサージ )  

 日開野町宮原       ☎23-2775  

ゆるり（旧 びわの葉温圧灸 ）（きゅう）  

 富岡町あ石 6-8     ☎22-0243  

         090-5274-1113  

阿南いろは治療院 （はり・きゅう）  

 富岡町今福寺 1-1    ☎22-0717  

問 い 合 わ せ 先  
阿南市社会福祉協議会     

☎0884-23-7288  
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⑵  社会参加の促進と地域づくり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  阿南市シルバー人材センター  

内 容  

シルバー人材センターは、地域に密着した臨時的かつ短期

的な仕事 またはその他の軽易な業務を阿南市内の家庭 、事

業所 、官公庁等から引き受け、これらをセンターに加入してい

る会員の希望や能力に応じて提供しているところです。  

会 員 に  

な れ る 方  

阿 南 市 にお住 まいの６０歳 以 上 の健 康 で自 ら進 んで働 く

意欲と、体力 、能力をお持ちの方  

仕 事 内 容  
家事 ・育児 ・介護サービス、植木の手入れ、ペンキ塗 り、大

工 仕 事 、襖 ・障 子 貼 り、除 草 ・草 刈 、各 種 軽 作 業 、建 物 管

理 、広 報誌 等の配布 、文 書 管理 事務 、筆 耕 、宛 名 書 き、受

付事務 、お墓のお掃除代行  等  

問 い 合 わ せ 先  
阿南市シルバー人材センター     

☎0884-23-2630  

②  阿南市セニヤクラブ（老人クラブ）  

内 容  

阿南市セニヤクラブは、高齢者 （おおむね６０歳以上 ）の方

が運営する自主的組織であり、仲 間 づくりを通 じて、生 きが

いと健康づくりのための社会活動等に取り組んでいます。  

活 動 内 容  

・社会奉仕 （地域での清掃活動 、ひとり暮らし高齢者友愛訪  

問活動等 )  

・教 養趣味活動 （書道 、俳句 、短歌 、川柳 、生花 、詩吟 、カラ

オケ  大正琴 、芸能 、囲碁 、新舞踊 、絵手紙 、漢詩等 ）  

・健 康 増進活動 （老 人体育大会 、ゲートボール、グランドゴル

フ等 ）  

・レクリエーション（芸能大会 、研修旅行等 ）  

・交通安全教室 （各地域で実施 ）  

問 い 合 わ せ 先  
阿南市社会福祉協議会     

☎0884-23-7288  
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③  高齢者バス乗車券 （全地区 ）の交付  

内 容  

高齢者の外出の促進を図 るとともに、住み慣れた地域社会の

中で引き続き生活できるよう支援することを目的 として、市内を

運行する徳島バス㈱で利用できる無料バス券を交付します。  

ただし、高速バス、貸切バスを除 く。  

利 用 対 象 者  

・申 請日時点において、引 き続 き３か月以上阿南市に住所を有

している満 ７０歳以上の方  

※７０歳の誕生日から申請可能  

※転入日から３か月を経過した日から申請可能  

（４月 １０日転入者→７月 １０日から申請可能 ）  

交 付  

「乗車券 （バス券 ）・１冊 ７２枚綴 」を交付  

 ※交付を受けた「乗車券 （バス券 ）」の４分の３（５４枚以上 ）  

使用した場合 、追加の交付申請が可能  

交 付 期 間  毎年度４月１日から２月末日まで  

申 請 先  

・阿南市役所地域共生推進課  

・那賀川 ・羽 ノ浦支所  

・各地区住民センター、連絡所  

申 請 時 の  

持 参 物  

・本 人が窓口で申請する場合 ・・・申 請書を記入 （自署の場合 、

押印不要 ）  

・代理人申請 ・・・本人 （必要な方 ）の印鑑等  

※本人 （必要な方 ）の住所 ・生年月日の記入が必要です。  

・バス券の追加申請 ・・・バス券  

・電子申請が可能  

そ の 他  

留 意 事 項  

・１回 の申請につき、交付できる冊数は１冊  

・バス券使用可能期間  毎年度 ４月 １日～３月末日まで  
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④  高齢者船券 （伊島地区 ）の交付  

内 容  

高齢者の外出の促進を図 るとともに、住み慣れた地域社会の

中で引き続き生活できるよう支援することを目的 として、市内を

運行する連絡船で利用できる無料船券を交付します。  

利 用 対 象 者  

・申 請日時点において、引 き続 き３か月以上伊島町内に住所を

有している満 ７０歳以上の方  

※７０歳の誕生日から申請可能  

※転入日から３か月を経過 した日から申請可能 （４月 １０日 転

入者→７月 １０日から申請可能 ）  

交 付  

・「乗船券 」・・・１年間につき、最高 ３６枚 まで  

 ※申請月分からの交付となります。  

  70 歳の誕生日の属する月から対象となります。  

交 付 期 間  毎年度４月１日から２月末日まで  

申 請 先  伊島連絡所  

申 請 時 の  

持 参 物  

・本 人が窓口で申請する場合 ・・・申 請書を記入 （自署の場合 、

押印不要 ）  

・代理人申請 ・・・本人 （必要な方 ）の印鑑等  

※本人 （必要な方 ）の住所 ・生年月日の記入が必要です。  

そ の 他 

留 意 事 項  

・１回 の申請につき、交付できる冊数は１冊  

・追加交付が可能  

・船券使用可能期間  毎年度 ４月 １日～３月末日まで  
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⑤  阿南市高齢者タクシー利用料助成事業  

（阿南市高齢者いきいきタクシー券の交付 ）  

内 容  

事業の実施主体は阿南市とし、高齢者の外出の促進を

図るとともに高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き

生活できるよう支援することを目的として、高齢者に対し、高

齢者タクシー利用料助成登録証及びタクシー券を交付し、

高齢者のタクシー利用料の一部を助成する事業とする。  

利 用 対 象 者  

申請日時点において引き続き３か月以上阿南市に住所を

有する満 ７０歳以上の方のうち、  

交通手段を持たない方 *で、下記の⑴⑵のいずれかに該当す

る方  

⑴  前年度の市町村民税所得割額が 50,000 円以下の  

 方  

⑵  その他市長が認める方 （※別途理由書等が必要 ）  

＊交通手段を持たないとは・・・  

    世帯員が運転免許証を所持 していない、自家用車を

有 していない等日常生活において自家用車で外出でき

ない状態  

交 付  

･ １枚 当 たり５００円 のタクシー券 に対 し、半 額 （２５０円 ）を助

成します。  

・ 「高 齢 者 いきいきタクシー券 」交 付 時 に自己負 担額 をお支

払いください。  

例 ）  1 ,５00 円分 （３枚 ）タクシー券がほしい場合  

⇒  1 ,５00 円  －  ７５０円  （助 成 額 ）  ＝  ７５０円  

（自己負担額 ）  

・タクシー券は複数回に分けて申請をすることが可能です。  

 例 ）  年間交付上限額が 2４ ,000 円の場合  

    ⇒1 回目申請  2 ,000 円分 （自己負担額 1 ,000 円 ）

→残 り交付可能額  ２２ ,000 円  

⇒２回目申請  1 ,500 円分 （自己負担額 750 円 ）  

→残り交付可能額  ２０ ,500 円  

交 付 期 間  

登録証とタクシー券の申請及び交付期間  

毎年度４月１日から２月末日まで  

登録証とタクシー券の使用可能期間  

毎年度 ４月 １日～３月末日まで  

申 請 先  

地域共生推進課 、各 支 所 、各地 区住民センター  の窓口

にて手続きしてください。  

※表の交付場所を確認してください。  

申 請 時 の  

持 参 物  

☆代理人が申請する場合  

  １回目      本人の印鑑をお持ちください。  

  ２回目以降   本人の登録証をお持ちください。  
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そ の 他 

留 意 事 項  

▽申請からタクシー券交付までの流れ  

①  窓口にて阿南市高齢者タクシー利用料金助成登録の

申請をしてください。  

②  審査の上 、助成を決定した方に「登録証 」を交付しま

す。  

※「登録証 」は２回目以降の申請の際に必ず必要となり

ます。  

③  「登録証 」を持参していただき、窓口で上限額以内に

おいて必要とする分のタクシー券の申請をしてください。  

   ※タクシー券は１枚から購入が可能です。  

 

▽タクシー券の使用方法について  

①  乗車する際 、運転手に「登録証 」を提示してください。  

②  利用料金を支払う際にタクシー券をお使いください。

（１乗車につき複数枚使用できます。）  

 

注意事項  

※おつりは出ません。  

※一度交付されたタクシー券の払い戻しはできません。  

 

※年 度 途 中 に７０歳 に到 達 する方 または転 入 後 ３か月 経 過 した方 についてはこの限 りではない。  

※年 間 交 付 上 限 金 額 は、市 内 各 地 から「阿 南 市 地 域 公 共 交 通 計 画 」で示 す広 域 交 通 結 節  

点 である J R 阿 南 駅 、交 通 結 節 点 である J R 羽 ノ浦 駅 、 J R 桑 野 駅 、阿 南 医 療 センター、  

徳 島 バス㈱橘 営 業 所 までの距 離 に応 じて設 定 しています。  

 

お住まいの地域  
年間交付  

上限額  
自己負担額  交付場所  

富岡地区 、宝 田 地 区 、

中 野 島 地区 、  

見能林地区 、伊 島 地 区  

24 ,000円  12 ,000円  
阿南市役所  

地域共生推進課  

長生地区  24 ,000円  12 ,000円  長生住民 センター  

桑野地区  24 ,000円  12 ,000円  桑野住民 センター  

橘地区  24 ,000円  12 ,000円  橘住民 センター  

那賀川地区  24 ,000円  12 ,000円  那賀川支所  

羽 ノ浦 地 区  24 ,000円  12 ,000円  羽 ノ浦 支 所  

大野地区  48 ,000円  24 ,000円  大野住民 センター  

新野地区  48 ,000円  24 ,000円  新野住民 センター  

福井地区  48 ,000円  24 ,000円  福井住民 センター  

加茂谷地区  ７２ , 000円  36 ,000円  加茂谷住民 センター  

椿地区 （椿 町 ）  ７２ , 000円  36 ,000円  椿住民 センター  

椿地区 （椿 泊 町 ）  ９６ , 000円  48 ,000円  椿泊連絡所  
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⑥  高齢者の多様な交流の場  

内 容  

高齢者の健康増進や外出促進 、生 きがいづくりを支援す

るため、健康相談や趣味活動に気軽に参加できる交流の場

の拠点施設として以下の施設があります。  

老 人 い こ い  

の 家  

大野老人いこいの家    下大野町三条 12 番地 1  

伊島老人いこいの家    伊島町瀬戸 114 番地 ２  

加茂谷老人いこいの家  加茂町野上 22 番地 11  

見能林老人いこいの家   見能林町東浦 51 番地 1  

橘老人いこいの家      橘町豊浜 36 番地 15  

椿老人いこいの家      椿町浜 14 番地  

富岡老人いこいの家    富岡町滝の下 30 番地 1  

福井老人いこいの家    福井町古津 198 番地 2 

宝田老人いこいの家    宝田町市場 68 番地 4 

椿泊老人いこいの家    椿泊町出島 9 番地 2 

新野老人いこいの家    新野町馬場 92 番地 1  

桑野老人いこいの家    山口町内田 150 番地 1  

長生老人いこいの家    長生町上荒井楠 ノ前 4 番地 2  

那賀川老人いこいの家   那賀川町苅屋 325 番地 2 

羽 ノ浦老人いこいの家   羽 ノ浦町中庄高田原 56 番地 ２  

老 人 ル ー ム  

本庄老人 ルーム   長生町舟田 66 番地  

柳島老人 ルーム   柳島町外萩 13 番地 1  

谷老人 ルーム    桑野町紺屋 80 番地 1  

長岡東老人 ルーム  横見町長岡東 37 番地 ３  

新野老人 ルーム   新野町東馬場 55 番地 2 

伊月老人 ルーム   柳島町六反地 104 番地 1  

内歩老人 ルーム   福井町内歩 86 番地 1  

住吉老人 ルーム   住吉町問屋前 281 番地 4 

横見老人 ルーム   横見町願能地東 52 番地 2 

大野老人 ルーム   中大野町南傍示 249 番地 1  

高 齢 者 交 流  

セ ン タ ー  
高齢者交流センター  福井町森 2 番地 3 
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⑦  敬老記念事業  

長 寿 者 福 祉

金支給事業  

内容  

高 齢 者 に対 し、長 寿 者 福 祉 金 を支 給 することに

より、その長 寿 を祝 福 するとともに、敬 老 思 想 の高

揚を図 り、もって高齢者福祉の増進に寄与すること

を目的として実施しています。  

77 歳  

８８歳  

１００歳以上 

毎年 ９月 １日 に属 する年度 の前年度中 に７７歳 、

８８歳 、１００歳 に達 している者 で、９月 １日 現 在 にお

いて、阿南市住民基本台帳に登録されている方  

７７歳    ５，０００円  

８８歳   １０，０００円  

１００歳以上  １０，０００円＋祝状＊敬老 の日訪 問  

１ ０ ０ 歳

誕生日  

毎 年 ９月 １日 に属 する年 度 の年度 中 に１００歳 の

誕生日を迎える者で、その誕生日に住民基本台帳

に登録されている方  

誕生日慶祝訪問 ・・・祝金  100,000 円 ・祝状  

最 高 齢 者 の

慶 祝 事 業  

内容  

阿 南 市 の最 高 齢 者 に対 し、祝 状 及 び祝 金 を贈

呈 し、その長 寿 を慶 祝 するとともに、広 く市 民 が高

齢 者 福 祉 についての関 心 と理 解 を深 めることを目

的として実施しています。  

最高齢者 

毎 年 ４月 １日 において、生 年 月 日 が最 も早 い者

で、４月 １日 から慶 祝 を実 施 する日 までの間 、引 き

続き市の区域内に住所を有する方  

祝金の額   １０，０００円  

※慶祝の実施日  誕生日  

敬 老 記 念 品

支 給 事 業  

内容  

高 齢 者 に対 し、敬 老 記 念 品 を支 給 することによ

り、その長 寿 を祝福 するとともに、敬 老 思想 の高揚

を図 り、もって高 齢者福祉の増進に寄与することを

目的として実施しています。  

対象者  

毎年９月１日（以下「基準日」）の属する年度

の前年度中に７５歳に達している者で、基準日

現在において、住民基本台帳に登録されている

方  

記念品  予算の範囲内で市長が定める  

⇒申請書受付⇒振込  
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敬老祝賀事

業補助金  

【目的 】  

 多 年 にわたり地 域社 会 の進 展 に寄 与 し、豊 富 な知 識 と経

験を有する高齢者を敬愛 し、長 寿 を祝 うとともに、高 齢者福

祉に対する市民の理解を深め、地域連携を促進し、もって本

市の高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。  

【補助対象事業 】  

 地 区 において行 う敬 老 祝 賀 事 業 を実 施 する団 体 に対 し、

当該事業の実施に要する経費を補助金額内で交付する。  

 ・地区婦人会  

 ・地区敬老会実行委員会  

 ・その他市長が認める団体  

【補助金額 】  

 予算額を地区対象高齢者数 （4/30 現在 ）に応じて案分し

た額＊ただし、敬 老会を開催 しない場合は、当該案分 した額

の 3 分の 2 以内の額とする。  

徳島県事業  

⑴  100 歳誕生日の慶祝訪問  

⑵  敬老の日慶祝訪問  

①  ９月 １日時点で県内男女最高齢の者  ５０，０００円  

②  110 歳 （９月 １６日～翌年 ９月 １５日 までに 110 歳に到

達した者 ）   

③  105 歳 （９月 １６日～翌年 ９月 １５日 までに 105 歳に到

達した者 ）  

④  ９月 １５日 （老人の日 ）に 100 歳以上の方で、各地域

において活躍されている長寿者で、市から推薦のあった

者  

⑶  米寿祝  88 歳 （１０月 １日～９月 ３０日に 88 歳到達者 ・

9 月 30 日現在徳島県内に在住すると見込まれる方 ）  

・・・大谷焼  

⑷  内閣総理大臣からの祝い  

・当該年度に 100 歳到達者   
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２  住み慣れた地域で支え合う体制づくり  

⑴  生活支援サービス・高齢者福祉サービスの充実  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①  介護予防 ・生活支援サービス  

対 象 者  

・要支援 １又は２の認定を受けている方  

・基本チェックリストに該当者  

 
☆基本チェックリストとは  

介護 の原 因 となりやすい生活 機 能の低下 がないか、運 動 、口 腔 、  

栄 養 、物 忘 れ、うつ症 状 、閉 じこもりなどの２５項 目 について「はい」

「いいえ」で答 える質 問 票です。  

訪 問 型  

サ ー ビ ス  

阿南市介護予防訪問介護相当サービス  

既存のサービス事業者による、これまでの介護予防訪問介護に

相当するサービス  

・生 活援助 （掃除 ・洗濯 ・調理など）  

・身 体介護 （食事 ・入浴の介助など）  

阿南市訪問型生活応援サービス  

既存のサービス事業者 による、生 活 援助 のみのサービス（身 体

介護は除 く）  

・生 活援助 （掃除 ・洗濯 ・調理など）  

阿南市ご近所ヘルパー  

住民主体による家事援助サービス  

阿南市ご近所ドライブパートナー  

住民主体による通院 ・買物の送迎支援  

通 所 型  

サ ー ビ ス  

阿南市介護予防通所介護相当サービス  

既存のサービス事業者による、これまでの介護予防通所介護に

相当するサービス  

   ・通 所介護施設での食事 ・入浴などの日常生活上の支援  

   ・生 活機能向上の支援  

   ・生 活行為向上のための支援  

阿南市はつらつデイサービス  

既存のサービス事業者によるデイサービス  

・通 所 介 護施設 でのミニデイサービス、運 動 、レクリエーション  

など  

阿南市ご近所デイサービス  

住民主体によるミニデイサービス  

・いきいき 100 歳体操   ・口 腔機能向上  

・認 知症予防  など  
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②  生活管理指導短期宿泊事業  

内 容  

養 護 老 人 ホームの空 き部 屋 を活 用 し、短 期 宿 泊 を通 じて

日 常 生 活 に係 る指 導 ・支 援 を行 い、基 本 的 生 活 習 慣 の確

立が図られるよう支援します。  

また、家 族 等 からの虐 待 回 避 や自 然 災害 等 の一 時 避 難

所としても利用しています。  

利 用 対 象 者  

65 歳以上の高齢者 (入院治療を要する者を除 く。 )であ

って、次の各号のいずれかに該当するもの  

⑴  基本的生活習慣が欠如しているひとり暮らしの者で体調

が不良のもの(介護サービスを利用できる場合を除

く。 )  

⑵  虐待等の被害を受けていると認められる者  

⑶  建物火災避難者並びに阿南市地域防災計画 (地震 ・津

波災害対策編 )第 3 章第 13 節第 2 及び阿南市地域

防災計画 (一般災害対策編 )第 3 章第 12 節第 3 に定

める避難準備情報等による避難者であって、養護が必要

と認められるもの  

利 用 限 度 日 数  原則 ７日以内  

利 用 者 負 担 額  
・１日 につき８００円  

・ただし、８日目からは１日につき４，０５０円  

利 用 施 設  

・老人ホーム福寿荘  

・養護老人ホームヒワサ荘 （海部郡美波町 ）  

・養護老人ホーム松寿園 （小松島市 ）  

・養護 （盲人 ）老人ホーム羽ノ浦荘 （目の不自由な方 ）  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・利用申請書  

・高齢者サービス基本台帳  

・誓約書  

申 請 受 付 時 期  随時  
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➂  生きがい推進事業  ※伊島地区を対象とした事業です。  

内 容  

健 康 、生 きがい関 係の教 養 講 座 を開 催することで、孤 独

感 の解 消 や安否 を確 認 し、うるおいのある在宅生 活 を継続

していくための支援を行います。  

・健康 ・生 きがい関係の教養講座を開催すること。  

・高齢者スポーツ活動を行うこと。  

・陶芸 、園芸等の創作活動を行うこと。  

・手芸 、木工 、絵画等の趣味活動を行うこと。  

・日常生活訓練を行うこと。  

・集団外出し、生 きがい活動を行うこと。  

・利用者が希望する場合には、送迎を行うこと。  

・その他適当と認められる事業を行うこと。  

利 用 対 象 者  ６５歳以上のひとり暮らし等で、家に閉じこもりがちな方  

利 用 限 度 回 数  月 １回以内  

利 用 者 負 担 額  
送迎ありの場合  １，０００円 （食事代は別 ）  

送迎なしの場合    ８００円 （食事代は別 ）  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・利用申請書  

・高齢者サービス基本台帳  

・誓約書  

申 請 受 付 時 期  

・既 に利用者している方   

毎年 ４月に更新申請必要  

・新規申請  随時  
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④  日常生活用具給付等事業  

内 容  
安 心 して在 宅 生 活 を継 続 していくために、電 磁 調 理 器

（ IH 調理器 ）を現物給付します。  

利 用 対 象 者  
６５歳 以 上 のひとり暮 らし高 齢 者 で、直 近 年 度 の市 民 税

非課税の方  

利 用 限 度  １人 につき１回限 り  

利 用 者 負 担 額  

なし  

ただし、現物給付できる電磁調理器の価格は、３万円を上

限とします。  

申請時の  

提出書類  

・利用申請書  

・高齢者サービス基本台帳  

・誓約書  

申請受付時期  
随時  

※ただし、予算がなくなれば、本申請の受付はできません。  
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⑤  高齢者住宅改造費助成事業  

内 容  

高齢者の在宅生活の継続を支援するため、廊下等の手すり

の設置 、浴槽の低床化 、和式から洋式 トイレへの変更など高齢

者向きに住宅を改造する費用の一部を助成 します。  

利 用 対 象 者  

６５歳 以 上 の虚弱 な高齢者 （身 体 の虚 弱 化等 により日 常 生

活で何 らかの介助を要する状態であること）のいる前年度所得

税非課税世帯  

利 用 限 度  住宅 １戸 につき１回限 り  

助 成 金 額  

対象工事費のうち９０万 円 までについて３分 の２を助成 する。

（最高 ６０万円助成 ）  

要 介 護 （要 支 援 ）の認 定 を受 けている方 は、介 護 保 険 の住

宅改修費を控除 します。  

対 象 工 事  

・対 象者又はその者の属する世帯の世帯員が所有する住宅で

あること。ただし、借 家 又は公営住宅 の場合 にあっては、所 有

者 （公 営 住 宅 の場合 にあっては、管 理 者 ）の承 諾 があれば対

象 とします。  

・新 築住宅は対象外  

・増 築 は対 象 外 。ただし、改 造 に際 し、既 存 建 物 内 に必 要 なス

ペースを確保 できず、増 築 以外 に方法がない場合 は、地域 共

生推進課担当者と協議する。  

・重 度 身 体 障 害 者 住 宅 改 造 助 成 事 業 の補 助 を受 けた者 は、

原則 として対象外  

・介 護保険制度における「福祉用具貸与費 」又は「福祉 具購入

費 」の給付対象 となるものは対象外  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・高 齢者住宅改造費助成金交付申請書  

・工 事見積書  

・平 面図  

・工 事の施工前の改造箇所の写真  

申 請 受 付 時 期  
随時   

※ただし、県の予算がなくなれば、本申請の受付はできません。  
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⑥  配食サービス事業  

内 容  

定 期 的 に居 宅 を訪 問 し、栄 養 バランスのとれた食 事 を提

供 するとともに、安 否 確 認 等 を行い、在 宅生 活 の維 持 持 続

を支援します。  

・1 か月につき 3 回までを上限に、栄養バランスの取れた食

事を、定期的に居宅を訪問して提供する。  

・訪問の際に安否確認を行うとともに、健康状態に異常等

があったとき等は、速やかに関係機関への連絡を行う。  

利 用 対 象 者  

おおむね 70 歳以上の単身世帯 、高齢者のみの世帯及び

これに準 ずる世 帯 並 びに身 体 障 がい者 であって、食 事 の調

理が困難な方  

利 用 限 度 回 数  月 ３回以内 （1 週間に 1 回 ）  

利 用 者 負 担

額  
１食 につき３５０円  

事 業 所  

・デイセンター  モナ・リザ  

 ☎３４－３２０１  福井町湊 1-8 

・デイセンター  カルメン  

 ☎４４－６８３１  羽ノ浦町中庄大知渕 8-1 

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・利用申請書  

・高齢者サービス基本台帳  

・誓約書  

申 請 受 付 時 期  
・既 に利用している方は毎年 ４月に更新申請が必要  

・新規申請  随時  
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⑦  寝たきり高齢者見舞金支給事業  

内 容  
在宅で生活する６５歳 以 上 の寝 たきり高齢者 に対 し、福 祉

の増進に寄与することを目的に見舞金を支給します。  

利 用 対 象 者  

次のすべてに該当する方  

・毎 年 ９月 １日 現在 、住民基本台帳に登録 されている方で、

引き続き１年以上阿南市に住所を有している方  

・４月 １日現在 、６５歳に達している方  

・申 請 時 に、３か月 以上 にわたり寝 たきり状 態 にあり、９月 １

日以後においても引き続きその状態が継続すると見込まれ

る方  

・９月 １日 現在 、介 護 保険法の規定による要介護状態区分

が要介護 ３から要介護 ５までの方又はこれに相当 すると認

められる方  

支 給 金 額  ６，０００円  

申 請 方 法  
地域の民生委員を通じて申請 してください。  

申請期間は毎年 ８月号の広報あなんに掲載 しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

⑧  家族介護用品支給事業  

内 容  

高齢者 を介護する家族 に対 し、介 護 用品を現物支給する

ことにより家 族 の精神的 、身 体的 、経 済 的負担の軽減 を図

ります。  

利 用 対 象 者  

要介護 ４又は５の認 定を受けている６５歳以上の在宅高齢

者 を介護する家族 で、その高齢者の属する同一世帯 （住 民

票上同一 ）が市町村民税非課税世帯の方  

現 物 支 給 品 目  
紙 おむつ・尿 取 りパット・使 い捨 て手 袋 ・ドライシャンプー・清

拭剤等の介護用品等  

利 用 者 負 担 額  １か月 5,000 円までは無料 、超過分は自己負担  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・利用申請書  

・対象者状況届  

・介護保険証のコピー  

申 請 受 付 時 期  
・既 に利用者している方は毎年 ４月に更新申請が必要  

・新規申請  随時  
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⑵  安心 ・安全の確保  

①  ひとり暮らし高齢者支援サービス事業  

内 容  

在 宅 ひとり暮 らし高 齢 者 等 の不 安 解 消 及 び緊 急 時 の対

応を図 るため、近隣の協力員を確保 していただいた方へ、利

用者本人の位置検索及び緊急通報機能が付されたＧＰＳ端

末機器を貸与し、その初期費用のみ全額助成します。  

市負担分  加入料金  4 ,500 円 /台 （税別 ）  

       標準充電器  2 ,500 円 /個 （税別 ）  

利 用 対 象 者  ６５歳以上のひとり暮らし高齢者  

利 用 者 負 担 額  

R4.4.1～契約分  

・基本料金  月額 １，２００円 （税別 ）  

・位置情報提供料金  

  オペレーター応答利用 （電話 ）  

 １回 につき２００円  （税別 ）  

  インターネット利用の場合  検索は１か月 につき２回目 まで

無料 、３回目から１回につき１００円 （税別 ）  

・現場急行料金  利用 １回 （１時間まで）につき  

 １０，０００円 （税別 ）が必要  

利用者の要請に応じて委託業者が急行します。  

・機器の紛失 ・故障等  １０，０００円 （税別 ）  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・利用申請書  

・本人の写真 １枚  

・ココセコムご利用申込書 （セコム用 ）  

・個人情報第三者提供同意書 （セコム用 ）  

・預金口座振替依頼書 （セコム用 ）  

申 請 受 付 時 期 随時  

 

ココセコム本体  

サイズ：縦 84×横 46×厚 さ 16mm 

質量 ：約 67ｇ（バッテリー含 む）  

連続動作時間 ：最 大 350 時 間  
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②  救急医療情報キット配布事業  

内 容  

高齢者等の安心 ・安全を確保するため、かかりつけ病院 、く

すりの服 薬 情 報 、緊 急 連 絡 先 等 などを記入 した用 紙 を専 用

の保管容器 （救 急 医 療情報 キット）に入 れ、自 宅 の冷蔵 庫 に

保管しておくことで、万一の緊急時に備えるものです。  

かけつけた救急隊がキットの情報を確認することで、適切で迅

速 な処 置 が可 能 となり、ご家 族 への連 絡 もスムーズに行 えま

す。  

利 用 対 象 者  

・６５歳以上のひとり暮らしの高齢者  

・６５歳以上の高齢者のみの世帯の者  

・日中 、ひとりになることがある６５歳以上の高齢者   

※１世帯に１個です。  

申 請 時 の  

提 出 書 類  
救急医療情報キット配布申請書  

申 請 受 付 時 期  随時  

そ の 他  

・救 急 医 療情報 キットの中 に入 れておく救急医療情報 シート

は、常に最新の情報に書き換えてください。  

・保 険 証 や薬 剤情報 提供書 の写 し、お薬 手帳 の写 しを一緒

に入れておいてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 年に 1 回 、必ず記載内容の確認をしましょう！  
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③  交通安全対策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他  

○生活支援連絡制度  

   運転免許証の自主返納等により移動手段を失った高齢

者が行政支援を希望する場合 、警察が本人等からの依頼

書を受理し、地域共生推進課を介して、高齢者お世話セン

ターへ連絡することにより、早期に地域の実情に応じた生活

支援につなげることを目的とした制度です。  

 

 

 

○高齢者運転免許自主返納制度  

   ６５歳以上の方で、高齢等により身体機能の低下を自覚

された方 、運転免許が不要になった方が、運転免許 の全部

または一部を自主返納する制度です。  

 

受付  運転免許センター、各警察署交通課  

   

運転経歴証明書交付申請 （手 数料 1 ,100 円 ）をすれ

ば、「運転経歴証明書 」の交付を受けることができます。  

申請に必要なもの  

運転免許証 、申 請用写真 １枚 （6 か月以内 に撮影 した

縦 ３㎝×横 2.4 ㎝）、手数料 1 ,100 円  

 

  運 転 経 歴 証 明 書 を提 示 することで、各 種 優 待 サービスを

受けることができます。  

 

○例 ・徳島バス・・・運賃半額 （※高速バスは除 く）  

 ・阿南 タクシー（有 ）阿南市西路見町 ・・・料金 1 割  

☎0884-22-2717 

問い合わせ先  

徳島県危機管理部  消費者 くらし安全局  

消費者政策課 くらし安全担当  

☎088-621-2287  
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【問 い合わせ先 】  

阿南市成年後見センター援け愛  

（阿南市社会福祉協議会 ）  

阿南市富岡町北通 ３３番地 １  

（阿南ひまわり会館内 ）  

☎0884-23-7288 

⑶  権利擁護の推進  

①  成年後見制度  

内 容  

○制度について  

  認知症や障がい等により判断能力が十分でない人に、成年

後見人等を選任し、財産管理及び意思決定支援 、身上保護

を行うことでその人の権利を保護し支えるための制度です。  

 

○市長申立  

  後見開始の申立てをする親族がなく、本 人の保護のために

必要がある場合には、市長による家庭裁判所に対する後見開

始の審判等の申立てを行います。  

 ※各高齢者お世話センターへご相談 ください。  

 

○法人後見制度  

  法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見

事務 を行いますので、担 当 している職員が何 らかの理由でそ

の事 務 が行 えなくなっても、担 当 者 を変 更 することにより、後

見事務を継続して行うことができます。  

  阿 南市 では、阿 南 市 社 会 福祉 協 議会が法 人 後見 事 業 を

実施しています。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たす  あい  
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②  消費者被害等に関する相談窓口  

内 容  

○阿南市消費生活センター  

 市 民 の方 々から商品 やサービスに関 する苦 情 や事 業 者 と

のトラブル等 、様々な相談を受け付けています。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他  

高齢者お世話 センターは、消費 者被害を受けている高齢

者を発見 し、消費生活センターに相談する役割を有 していま

す。  

消 費 者被 害 なのかどうかはっきりしなくても、契 約 の成 立

や商品の受け渡 し、現 金の支払いの前の段階で、消費生活

センターに状況を説明 して相談することで、被 害 を未然に防

ぐことができる場合がありますので、高齢者お世話センターに

相談してください。  

 早期発見・早期対応が重要です！  

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】  

阿南市消費生活センター（阿南市役所 ２階 ）  

☎  0884-2４-3251 

Fax 0884-23-6079 

相談時間  午前 9 時 30 分から午後 4 時 30 分  

休館日  土 ・日 ・祝日 ・年末年始  
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③  たまて箱 、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）  

○阿南市版エンディングノート「たまて箱 」   
                       
終末活動に向けた取り組みを始めることは、大切にしている方 、ご家族への  

想いを再認識する機会となります。  

 かけがえのない一人ひとりの人生を振り返 り、これからの生活をより豊かにす

るためご活用 ください。  （※遺言書と違い、法的効力はありません。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇アドバンス・ケア・プランニング（ACP）「もしもの時 」のために  

  （阿 南 医 療 センター発 行 ）  
 
 アドバンス・ケア・プランニングとは、将来の変化に備え、将来の医療及びケア

について、ご自身を主体に、ご家族や親しい人 、医療 ・介護の担当者が繰り返

し話 し合いを行い、意思決定を支援する過程のことです。将来の医療及びケ

アについて考える機会にしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は阿南医療センター・徳島赤

十 字 病 院 な ど 県 内 の 各 基 幹 病 院 の 窓 口

にて配布しています。  
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⑷  切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築  

①  阿南市在宅医療 ・介護連携支援センターの設置  

内 容  

阿南市在宅医療 ・介護連携支援センターは、地域の

医療 ・介護関係者 、高齢者お世話センター等からの、在

宅医療 ・介護連携に関する事項の相談を受け付け、連

携調整 、情報提供等により、その対応を支援します。  

設 置 場 所  

阿南市羽ノ浦町中庄大知渕 ８番地 １  

ケアハウス健祥会アンダルシア内  

    ☎    0884-44-6866 

  Fax   0884-21-8577  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療 ・介護連携に関する

相談を受け付けていますので、

お気軽にご相談 ください！  
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⑸  高齢者向け住まいの適切な確保  

①  養護老人ホーム  

内 容  

６５歳 以上で身体的に自立 しているものの、環境上及

び経済的な理由により在宅 での生活が困難な高齢者が

入所できる施設です。施設への入所は市の措置により行

われ、入所に係る費用は入所者の収入及び扶養義務者

の課税状況に応じて負担していただきます。  

施 設 名 等 

老人ホーム福寿荘  

  阿南市畭町亀崎 ９３−７  

養護 （盲人 ）老人ホーム羽ノ浦荘  

阿南市羽ノ浦町明見 １３５−１  

 

 

②  軽費老人ホーム（ケアハウス）  

内 容  

身体の衰え又は高齢者等のため独立 して生活するに

は不 安 がある方 が入 所 できる施 設 です。費 用 は、生 活

費 、事 務 費及 び管理 費が必要 です。事 務 費 については

収入に応じて負担していただきます。  

施 設 名 等 

ケアハウスタラサ双葉   

阿南市見能林町南林 260-3 ☎  22-2913 

ケアハウス悠和館  

阿南市新野町信里 65 ☎  36-3820 

ケアハウス健祥会アンダルシア  

 阿南市羽ノ浦町中庄大地渕 8-1  ☎44-6830 
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③  高齢者世話付き住宅 （シルバーハウジング）生活援助員派遣事業  

内 容  

シルバーハウジングは、県営住宅春日野団地に整備さ

れた高齢者向 けの住宅 ３０戸 に入 居 している６０歳 以 上

の高齢 者 を対 象 に、ライフサポートアドバイザー（生 活 援

助員 ）を派遣 し、生 活指導 ・相 談 、安否 の確認 、一時的

な家事援助等の緊急時の対応を行い、入居者が安心 し

て生 きがいのある豊 かな生 活 を送 れるよう支 援 していま

す。  

施 設 名 等 
県営住宅春日野団地  シルバー住宅 ６・７号棟 ３０戸  

 ※入居の申し込みは、徳島県住宅供給公社へ  

 

 

④  サービス付き高齢者向け住宅  

内 容  

高 齢 者 の居 住 の安定 を確 保することを目 的 とした住

宅で、主 として身 体的に自立 している又 は自立に近い６

０歳 以 上 の高 齢 者 を対 象 としており、日 中 は生 活 相 談

院 が施 設 に常 駐 し、入 居 者 の安 否 確 認 や生 活 相 談 を

行います。  

施 設 名 等 

サービス付き高齢者向け住宅イツモ阿南  

 阿南市宝田町井関 147-6 ☎24-8701 

シニアレジデンスなごみ   

阿南市羽ノ浦町中庄なかれ 5-2 ☎21-8555 

シニアレジデンスなごみⅡ  

阿南市羽ノ浦町岩脇神代地 100-1  ☎24-8555 
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⑤  有料老人ホーム  

内 容  

民間事業者が運営する高齢者向けの住宅で、施設

との契約に基づいて食事の提供や家事援助 、入浴 ・排

せつ・食事の介護等のサービスを受けることができます。  

該 当 施 設 

とみおかの里有料老人ホーム  

  阿南市富岡町西新町 8-1 ☎24-9065 

有料老人ホームなかがわ苑  

阿南市那賀川町大京原筋 225-1 ☎42-2050 

住宅型有料老人ホームオレンジエクスプレス  

  阿南市羽ノ浦町古庄大坪原 ４２番 7  

☎0884-63-0138 
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3 認知症施策の推進  

 ⑴  認知症に対する正しい知識と理解の普及  

①  認知症サポーター養成事業  

内 容  

認知症 に関 する正 しい知識 を持 ち、地 域 及 び職 域 にお

いて認知症の人及 びその家族を支援する認知症サポータ

ーを養成することにより、認 知症の人及びその家族が安心

して暮 らし続 けることのできる地 域 づくりを推 進 することを

目的として実施します。  

★認知症サポーターとは？  

認 知 症 サポーター養 成 講 座 で認 知 症 のことについて学

び、正 しい知識を持 って、認 知症の方やそのご家族の方等

を温かく見守り、支える人のことをいいます。  

 

★認知症サポーターになるためには？  

認知症について学ぶ講座である「認知症サポーター養成

講座 」を受講してください。  

サポーターの証として「オレンジリング」を渡 します。  

 

認 知 症 サポーター養

成 講 座 の 申 込  

・地 域 の集会 や会社の勉強会 など人 が集 まる機会 に認知

症サポーター養成講座を開催することが可能です。  

・開催費用は無料  

・講座を開催する会場をご用意 ください。  

申請の提出書類  
認知症サポーター養成講座申込書  

※開催講座希望日 の１か月前 までに申 し込 みをお願 いします。  

申 請 受 付 
阿南市地域共生推進課  

各高齢者お世話センター  

 

 

   阿南市では、認知症サポーターの輪

を広げるために、さまざまな場所での

認知症サポーター養成講座の開催を進

めています。  
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⑵  認知症の備えと社会参加  

①  認知症カフェ  

内 容  

認知症カフェは、認 知症の人 とその家族 、地域住民 、専

門職等 、誰もが参加できる集いの場です。  

カフェのようなリラックスした場 所 で、認 知 症 について気

軽 に相 談 することができ、同 じ悩 みを抱 える方 との交 流 を

図ることができます。  

活 動 団 体  

・  わっか  （富岡町 ）  

・  チューリップ  （富岡町 ）  

・  チームオレンジ  チャーミー  （新野町 ）  

・  チームだんらん  （那賀川町 ）  

・  チームオレンジミカタ mikata （羽 ノ浦町宮倉 ）  
 

☆認知症カフェの開催状況については、各地区担当の  

高齢者お世話センターへお問い合わせください。  
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⑶  医療 ・介護連携の推進  

①  認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員  

内 容  

【認知症初期集中支援チーム】  

（愛称 ：ファーストケアチーム）  

○チームの構成員  

保健師及び社会福祉士等の資格を有する者 、認知

症専門医で構成される、認知症の支援チームです。  

○チームの役割  

認知症の人や認知症が疑われる方のご家庭を訪問し、  

困りごとや心配なことを確認させていただきます。そのうえ  

で、ご本人やご家族の状況に合わせた、病院受診やサー  

ビス利用 、ご家族の介護負担の軽減等の支援を行いま  

す。  

○チームの設置場所  

市が阿南市社会福祉協議会に委託する「基幹型阿

南高齢者お世話センター」に設置しています（☎２３-７２

８８）。  

 

【認知症地域支援推進員 】  

○推進員の配置  

各高齢者お世話センターに１名ずつ配置 （保健師 ・看

護師 ）  

○認知症地域支援推進員の役割  

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の連  

携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援  

する相談業務等を行います。  

特に支援を必要と判断される方については、「認知症  

初期集中支援チーム」による支援につなぎます。  

相 談 窓 口  

阿南市地域共生推進課  

各高齢者お世話センター  
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⑷  認知症にやさしいまちづくり  

①  高齢者見守りキーホルダー事業  

内 容  

認 知 症 状 のある高 齢 者 等 に対 し、登 録 番 号 を付 した

「高齢者見守 りキーホルダー」を身に付けていただくことで、

徘 徊 等 で行方不明になった場合 に、キーホルダーにより身

元 の確認が可能 となり、早 期 発見につながることを目 的 に

実施します。  

①交付対象者の行方不明発生  

 

②行方不明者発見  

 

③キーホルダーに記載のある連絡先へ通報  

 平日 ：地域共生推進課  

 夜間 ・休日 ・祝日 ：阿南市消防本部  

 

④登録のある連絡先へ連絡  

利 用 対 象 者  

・６５歳以上の認知症のある者  

・６５歳未満で若年性認知症状のある者  

・市長が特に必要と認める者  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

阿南市高齢者等見守りキーホルダー登録申請書  

（様式第 １号 ）  

申 請 受 付 
阿南市地域共生推進課  

各高齢者お世話センター  

使  用  方  法  

高齢者が持ち歩 く物 にキーホルダーをつけてください。（１

人 ３個 まで交付 ：無償 ）  

 

そ の 他 
申請 していただいた情報 は、阿 南 市消 防 本部 、阿 南警

察署及び高齢者お世話センターへ情報提供を行います。  
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【協力者 】  

・居宅サービス事業所  

・居宅介護支援事業所  

・介護予防支援事業所  

・密着型サービス事業所  

・見守 り協定締結事業所  

・認知症サポーターステップア

ップ講座受講者  

②  徘徊高齢者等 ＳＯＳネットワーク事業  

内 容  

徘徊のおそれのある認知症高齢者等の情報をあらかじ

め市 及 び消 防 本 部 に登 録 しておくことで、行 方 不 明 発 生

時における早期発見と家族等への支援を図るための事業  

行方不明が発生した場合には、消防本部や高齢者お世

話 センター及 び地 域 の協力 機関から構成 する「徘 徊 高齢

者等 ＳＯＳネットワーク」を設置 し、徘 徊高齢者等の情報を

協力関係機 関 に電 子 メールで送信 し、早 期 発見 ・保 護 を

目指します。  

利 用 対 象 者  徘徊のおそれがある高齢者  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・徘 徊 高 齢 者 等 ＳＯＳネットワーク事 前 登 録 申 請 書 （様 式

第 １号 ）  

・写真 （全身 ・顔写真 ）  

申 請 受 付 
阿南市地域共生推進課  

各高齢者お世話センター  

そ の 他 

・申 請 していただいた情報は、阿南市消防本部 、阿南警察

署及び高齢者お世話センターへ情報提供を行います。  

・行方不明が発生した場合には、徘徊高齢者等 ＳＯＳネット

ワークを活 用 し、徘 徊 高 齢 者 等 の情 報 及 び写 真 を協 力

機関に電子メールで送信します。  

 

  

★  平日  8 :30～17:15  

地域共生推進課から  

メール送信  

★  夜間 ・休日 ・祝日  

阿南市消防本部から  

メール送信  
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③  徘徊高齢者家族支援サービス事業  

内 容  

６５歳 以 上 の徘 徊 のみられる認 知症 の高 齢者 を介 護 し

ている家族 に対 し、安 心 して介護できる環境を確保 するた

め、徘徊時に早期発見できるよう、位置検索機能が付され

たＧＰＳ端末機器を貸与 し、その初期費用のみ全額助成し

ます。  

利 用 対 象 者  
徘徊のみられる認知症高齢者を在宅で介護 している同

一世帯の家族  

利 用 者 負 担 額  

・基本料金  月額 １，２００円 （税別 ）  

・位置情報提供料金  

  オペレーター応答利用 （電話 ）  

 １回 につき２００円  （税別 ）  

  インターネット利 用の場合  検索は１か月 につき２回目 ま

で無料 、３回目から１回につき１００円 （税別 ）  

・現場急行料金  利用 １回 （１時間まで）につき  

 １０，０００円 （税別 ）が必要  

利用者の要請に応じて委託業者が急行します。  

・機器の紛失 ・故障等  １０，０００円 （税別 ）  

申 請 時 の  

提 出 書 類  

・利用申請書  

・本人の写真 １枚  

・ココセコムご利用申込書 （セコム用 ）  

・個人情報第三者提供同意書 （セコム用 ）  

・預金口座振替依頼書 （セコム用 ）  

申 請 受 付 時 期 随時  

 

   

ココセコム本体  

サイズ：縦 84×横 46×厚さ 16mm 

質量 ：約 67ｇ（バッテリー含む）  

連続動作時間 ：最大 350 時間  
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４  その他  

①  高齢者入浴許可証の交付  

内 容  
７０歳以上の高齢者に対し、かもだ岬温泉の入浴料

が無料となる高齢者入浴許可証を交付します。  

利 用 対 象 者  

年齢が７０歳以上の方  

運転免許証 、健康保険証等をご持参の上 、「かもだ

岬温泉保養センター」の窓口で申請してください。  

利 用 限 度 回 数  月 ３回まで無料  

申 請 先  

及 び 利 用 施 設  

かもだ岬温泉保養センター  

阿南市椿町船瀬 ６０番地 ２  

☎０８８４－２１－３０３０  

営 業 時 間  

午前 １０時から午後 ７時 （最終受付 ６時 ３０分 ）  

※宿泊施設はありません  

休 業 日  毎週月曜日 （祝日の場合はその翌日 ）  

申 請 時 の  

提 出 書 類  
申請先に備え付け  

申 請 の 受 付 時 期  随時  

そ の 他 留 意 事 項  
高齢者入浴許可証 を紛失 された方 は、受 付 で再発

行の手続きをしてください。  
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②  高齢者お世話センター  

名称  所在地  連絡先  担当地域  

基幹型 阿南  

高齢者お世話センター 

富岡町北通 33-1  
 

（阿 南 ひまわり会 館 内 ） 

0884-  

23-7288 
市内全域  

阿南東部  

高齢者お世話センター 

宝田町今市金剛寺 43 
 

（特別養護老人ホーム阿南荘内）  

0884-  

22-4577 

富岡町  学原町  日開野

町  七 見 町  領 家 町  住 吉

町  原 ヶ崎 町  西 路 見 町   

出来町  豊益町  福村町  

畭町  黒津地町  向原町  

辰己町  宝田町  上中町  

柳島町  横見町  

阿南中部  

高齢者お世話センター 

見能林町南林 260-7 

（社会福祉法人双葉会内） 

0884-  

23-3728 

才見町  中林町  見能林

町  大 潟 町  津乃峰町  橘

町  阿瀬比町  山口町  桑

野町  内原町  

阿南西部  

高齢者お世話センター 

羽ノ浦町中庄大知渕 8-1 

（ケアハウス健祥会アンダルシア内）  

0884-  

44-6836 

長生町  上大野町   

中大野町  下大野町   

楠根町  熊谷町  吉井町  

加茂町  深瀬町  十八女

町  水 井 町  大 井 町  大 田

井町  細野町  

阿南南部  

高齢者お世話センター 

新野町信里 65  

（ケアハウス悠 和 館 内 ） 

0884-  

36-3634 

新野町  福井町  椿町   

椿泊町  

阿南北部第１ 

高齢者お世話センター 

那賀川町苅屋 357-1  

（那賀川社会福祉会館内） 

0884-  

42-2900 

伊島町  那賀川町   

羽 ノ浦 町 （岩 脇  古 庄   

古毛  明 見  春 日 野   

西春日野 ）  

阿南北部第２ 

高齢者お世話センター 

羽ノ浦町中庄大知渕 8-1 

（ケアハウス健祥会アンダルシア内）  

0884-  

44-6836 
羽 ノ浦 町 （宮 倉  中庄 ）  

 


